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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】脈波、皮膚抵抗および呼吸測定装置を提供する
。
【解決手段】脈波、皮膚抵抗および呼吸測定装置は、被
測定者が手で握るグリップ－皮膚電流測定導子８０と、
被測定者の手と足に接触させるプローブ－皮膚電流測定
導子９０と、圧電素子センサーが内蔵された手首脈波検
出センサー１００と、発光素子および受光素子を含む人
差し指脈波検出センサー１１０と、被測定者の腹部に付
着する呼吸検出パッド１２０と、制御部と、静電容量タ
ッチ入力部と、ディスプレイ部２０と、ＵＳＢインター
フェースとから構成される本体１と、ＵＳＢインターフ
ェースを介して制御部と電気的に接続され、ユーザーの
入力により前記グリップ－皮膚電流測定導子、プローブ
－皮膚電流測定導子、手首脈波検出センサー、人差し指
脈波検出センサーおよび呼吸検出パッドから検出された
信号を分析処理する統合制御部が備えられたパーソナル
コンピュータ１５０とを含んで構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
被測定者が手で握る金属棒状をしており、外部電源の供給を受けて電流を流して被測定者
の皮膚抵抗を測定するグリップ－皮膚電流測定導子と、
被測定者の手と足に接触させる棒状をしているプローブ－皮膚電流測定導子と、
被測定者の手首の橈骨動脈部位に接触する圧電素子センサーが内蔵され、動脈血管の容積
変化による波動を検出するクリップ形態の手首脈波検出センサーと、
発光素子および受光素子を含んでなり、クリップ形態をして被測定者の手指を固定し、脈
波を連続的に感知する人差し指脈波検出センサーと、
空気圧パッドを含んでなり、被測定者の腹部に付着して被測定者の呼吸時の空気圧の変化
を電気信号に変換する呼吸検出パッドと、
前記グリップ－皮膚電流測定導子、プローブ－皮膚電流測定導子、手首脈波検出センサー
、人差し指脈波検出センサーおよび呼吸検出パッドが電気的に接続され、外部電源の供給
を受けて前記グリップ－皮膚電流測定導子、プローブ－皮膚電流測定導子、手首脈波検出
センサー、人差し指脈波検出センサーおよび呼吸検出パッドの作動を制御する制御部と、
ユーザーによる入力がなされ、制御部と電気的に接続される静電容量タッチ入力部と、ユ
ーザーの入力値が表示され、前記制御部と電気的に接続されるディスプレイ部と、前記制
御部と電気的に接続されるＵＳＢインターフェースとから構成される本体と、
前記ＵＳＢインターフェースを介して前記制御部と電気的に接続され、ユーザーの入力に
より前記グリップ－皮膚電流測定導子、プローブ－皮膚電流測定導子、手首脈波検出セン
サー、人差し指脈波検出センサーおよび呼吸検出パッドから検出された信号を分析処理す
る統合制御部が備えられたパーソナルコンピュータとを含んで構成される、脈波、皮膚抵
抗および呼吸測定装置。
【請求項２】
前記静電容量タッチ入力部は、
皮膚抵抗、脈波および呼吸の同時測定に該当する統合スタートボタンと、
皮膚抵抗の測定に該当する皮膚抵抗スタートボタンと、
脈波および呼吸の同時測定に該当する脈波呼吸スタートボタンと、
皮膚抵抗および脈波測定時のディスプレイ部の画面出力に該当する出力表示ボタンと、
皮膚抵抗測定時に小児を選択する小児選択ボタンと、
皮膚抵抗測定時に大人を選択する大人選択ボタンと、
人差し指の脈波の測定に該当する人差し指脈波選択ボタンと、
手首の脈波の測定に該当する手首脈波選択ボタンと、
脈波測定時に波形を大きく形成するようにするパルスアップボタンと、
脈波測定時に波形を小さく形成するようにするパルスダウンボタンと、
呼吸測定時に波形を大きく形成するようにするブレスアップボタンと、
呼吸測定時に波形を小さく形成するようにするブレスダウンボタンとを含んでなることを
特徴とする、請求項１に記載の脈波、皮膚抵抗および呼吸測定装置。
【請求項３】
前記制御部は、統合スタートボタン、皮膚抵抗スタートボタンおよび脈波呼吸スタートボ
タンと電気的に接続されており、
統合スタートボタンの作動の際に人差し指脈波検出素子、手首脈波検出センサー、呼吸検
出パッドおよび皮膚抵抗測定導子を全て作動させ、
皮膚抵抗スタートボタンの作動の際に皮膚抵抗測定導子の作動を制御し、
脈波呼吸スタートボタンの作動の際に人差し指脈波検出素子、手首脈波検出センサーおよ
び呼吸検出パッドの作動を制御するように構成されたことを特徴とする、請求項２に記載
の脈波、皮膚抵抗および呼吸測定装置。
【請求項４】
前記パーソナルコンピュータの統合制御部は、
新規患者の登録、在来患者の検索、および患者の削除を制御する患者管理部と、
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皮膚抵抗の測定をリモートで制御する皮膚抵抗測定部、皮膚抵抗測定導子で検出されて転
送されたデータを処理して分析する皮膚抵抗分析部、および分析されて生成された信号ま
たは転送された信号をパーソナルコンピュータのモニターなどに出力したりプリントで印
刷したりすることを制御する印刷および画面出力部から構成された皮膚抵抗測定部と、
呼吸と脈波の測定をリモートで制御する呼吸脈波測定部、および分析されて生成された信
号または転送された信号をパーソナルコンピュータのモニターなどに出力したりプリント
で印刷したりすることを制御する印刷および画面出力部から構成された呼吸脈波測定部と
、
人差し指脈波検出素子および手首脈波検出センサーで検出されて転送された信号を分析処
理する脈波分析部、および分析された信号をパーソナルコンピュータのモニターなどに出
力したりプリントで印刷したりすることを制御する印刷および画面出力部から構成された
脈波分析部とを含んでなることを特徴とする、請求項１に記載の脈波、皮膚抵抗および呼
吸測定装置。
【請求項５】
前記制御部に電源を供給する電源部が備えられており、
前記電源部から供給された電源をＤＣ５Ｖに絶縁変換するＤＣ／ＤＣ１と、
ＤＣ／ＤＣ１で変換されたＤＣ５ＶをＤＣ３Ｖに絶縁変換して皮膚抵抗測定導子へ供給す
るＤＣ／ＤＣ２とがさらに備えられていることを特徴とする、請求項１に記載の脈波、皮
膚抵抗および呼吸測定装置。
【請求項６】
前記本体およびパーソナルコンピュータは、それぞれ通信部が備えられ、近距離通信また
は移動通信モジュール方式のうち選択されたいずれか一つによって双方向通信ができるよ
うに構成されていることを特徴とする、請求項１に記載の脈波、皮膚抵抗および呼吸測定
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、人体の人差し指にＳｐｏ２　ＬＥＤ光電センサーを装着して脈波を測定し、手
首の橈骨動脈部位に圧電センサーを装着して脈波を測定分析し、人体の手と足の特定部位
の電流に比例した皮膚抵抗値を測定するだけでなく、腹部に空気圧パッドを装着して呼吸
過程を視覚化して測定する呼吸監視器を備えた、脈波、皮膚抵抗および呼吸測定装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
古典的な脈波の測定においては、漢方医が患者の手首橈骨動脈上の３点（寸部、関部、尺
部という。）の部位を手指で触診して患者の容態を把握することが最も一般的な診療方法
であった。
【０００３】
しかし、このような方法は、熟練にはかなり長期間の診療経験が必要であり、患者の容態
や病気の軽重などを手指の感覚に依存して処理するので患者の体質に応じた様々な状態を
いちいち体系化し難く、しかも誤診のおそれも多い。
【０００４】
また、患者の体質に応じて処方をするためには客観的な資料が必要であるが、その具体化
が難しいことも事実である。
【０００５】
かかる問題点を解決するために、医師が三つの手指で橈骨動脈上の寸部、関部、尺部を脈
診するように、コンピュータのプログラムを用いて３つのセンサー棒をステッピングモー
タで駆動させ、自動的に３段階の圧力による脈波を検出してその結果をコンピュータで分
析処理し、その内容をモニターおよびプリンタに表示するようにして脈波の臨床および診
断の科学化を図るようにした技術が、特許文献１の「脈波検出装置およびその検出方法」
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（韓国公開特許第１０－１９９９－１０００００１号公報）に開示されている。
【０００６】
このような技術から一歩進んだ技術として、単に脈波のみを測定するのではなく、皮膚抵
抗を測定するようにした技術が、特許文献２の「人体の脈波および皮膚抵抗を測定する装
置」（韓国公開実用新案第２０－２０１１－０００２３６５号公報）に開示されている。
【０００７】
特許文献２は、人体の五臓六腑の経絡点が連結されている手および足に電流が流れるが、
手および足に流れる電流が正常値よりも多く或いは少なく流れる場合、このような反応を
測定して、どの臓器に異常があるかを確認可能にする。
【０００８】
ところが、最近、センサー技術の発展に伴って比較的小型でコンパクトな診断装置を用い
てより多くの医療情報の取得が加速しつつあるのが実情であるので、より多くの医療情報
を取得することが可能な測定装置の開発が求められる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】韓国公開特許第１０－１９９９－１０００００１号公報
【特許文献２】韓国公開実用新案第２０－２０１１－０００２３６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明は、前述したような従来技術の問題点を解消し且つより発展させたもので、その目
的は、脈波の測定および皮膚抵抗の測定に加えて、一つの本体を用いて人体の呼吸を感知
して測定することができるようにすることにある。
【００１１】
つまり、人差し指にＳｐｏ２　ＬＥＤ光電センサーを装着して脈波を測定し、手首の橈骨
動脈部位に装着される圧電センサーを用いて脈波を測定して分析する脈波分析器、および
人体の手と足の特定部位の電流に比例した皮膚抵抗値を測定する皮膚抵抗測定器に加えて
、腹部に空気圧パッドを装着して呼吸過程を視覚化して測定する呼吸監視器が備えられ、
基本的な医療情報の取得が一つの装置を用いてより簡便に行われるようにしようとする。
【００１２】
より具体的には、本発明は、人差し指脈波センサーを人差し指に、呼吸パッドを腹部にそ
れぞれ装着し、末梢血管の脈波と呼吸を同時に測定して脈拍数、呼吸数を画面に表示しな
がら不整脈などを監視すること、また、患者に針を刺したときに波形と分析結果を連続的
に観測しながら唾液の効果を把握することに応用できるようにしようとする。現在の漢方
病医院ではこのような機能を有する装備がないので、本発明は、より効果的なモニタリン
グが行われるようにしようとする。
【００１３】
これに加えて、寸・関・尺の脈診（漢方医学の脈診方法の名称）で臓腑の虚と実を見分け
ることが難しいので、経絡原穴の皮膚抵抗を測定する方法で臓腑の機能亢進・低下などに
区分して寸・関・尺の脈診に代わって漢方医学の診断に応用できるようにしようとする。
【００１４】
また、圧電素子センサーを橈骨動脈部位に、呼吸パッドを腹部にそれぞれ装着して同時に
観測する診断法によって、脈波分析の一次関数を漢方医学的に分析できるようにしようと
する。
【００１５】
つまり、前述したような３つの機能を組み合わせて、ＵＳＢケーブルによる有線通信、或
いはブルートゥース（登録商標）（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））による無線通信で
コンピュータへ転送して測定された人体情報を漢方医学的に分析し、診断する漢方医学的
組み合わせ診断システムを提供しようとする。



(5) JP 2017-144242 A 2017.8.24

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【００１６】
上記目的を解決するために、本発明の脈波、皮膚抵抗および呼吸測定装置は、被測定者が
手で握る金属棒をしており、外部電源の供給を受けて電流を流して被測定者の皮膚抵抗を
測定するグリップ－皮膚電流測定導子と、被測定者の手と足に接触させる棒状をしている
プローブ－皮膚電流測定導子と、被測定者の手首の橈骨動脈部位に接触する圧電素子セン
サーが内蔵され、動脈血管の容積変化による波動を検出するクリップ形態の手首脈波検出
センサーと、発光素子および受光素子を含んでなり、クリップ形態をして被測定者の手指
を固定し、脈波を連続的に感知する人差し指脈波検出センサーと、空気圧パッドを含んで
なり、被測定者の腹部に付着して被測定者の呼吸時の空気圧の変化を電気信号に変換する
呼吸検出パッドと、前記グリップ－皮膚電流測定導子、プローブ－皮膚電流測定導子、手
首脈波検出センサー、人差し指脈波検出センサーおよび呼吸検出パッドが電気的に接続さ
れ、外部電源の供給を受けて前記グリップ－皮膚電流測定導子、プローブ－皮膚電流測定
導子、手首脈波検出センサー、人差し指脈波検出センサーおよび呼吸検出パッドの作動を
制御する制御部、ユーザーによる入力がなされ、制御部と電気的に接続される静電容量タ
ッチ入力部、ユーザーの入力値が表示され、前記制御部と電気的に接続されるディスプレ
イ部、並びに前記制御部と電気的に接続されるＵＳＢインターフェースから構成される本
体と、前記ＵＳＢインターフェースを介して前記制御部と電気的に接続され、ユーザーの
入力により前記グリップ－皮膚電流測定導子、プローブ－皮膚電流測定導子、手首脈波検
出センサー、人差し指脈波検出センサーおよび呼吸検出パッドから検出された信号を分析
処理する統合制御部が備えられたパーソナルコンピュータとを含んで構成される。
【００１７】
上述した構成において、前記静電容量タッチ入力部は、皮膚抵抗、脈波および呼吸の同時
測定に該当する統合スタートボタンと、皮膚抵抗の測定に該当する皮膚抵抗スタートボタ
ンと、脈波および呼吸の同時測定に該当する脈波呼吸スタートボタンと、皮膚抵抗および
脈波測定時のディスプレイ部の画面出力に該当する出力表示ボタンと、皮膚抵抗測定時に
小児を選択する小児選択ボタンと、皮膚抵抗測定時に大人を選択する大人選択ボタンと、
人差し指の脈波の測定に該当する人差し指脈波選択ボタンと、手首の脈波の測定に該当す
る手首脈波選択ボタンと、脈波測定時に波形を大きく形成するようにするパルスアップボ
タンと、脈波測定時に波形を小さく形成するようにするパルスダウンボタンと、呼吸測定
時に波形を大きく形成するようにするブレスアップボタンと、呼吸測定時に波形を小さく
形成するようにするブレスダウンボタンとを含んでなることを特徴とする。
【００１８】
また、前記制御部は、統合スタートボタン、皮膚抵抗スタートボタンおよび脈波呼吸スタ
ートボタンと電気的に接続されており、統合スタートボタンの作動の際に人差し指脈波検
出素子、手首脈波検出センサー、呼吸検出パッドおよび皮膚抵抗測定導子を全て作動させ
、皮膚抵抗スタートボタンの作動の際に皮膚抵抗測定導子の作動を制御し、脈波呼吸スタ
ートボタンの作動の際に人差し指脈波検出素子、手首脈波検出センサーおよび呼吸検出パ
ッドの作動を制御するように構成されたことを特徴とする。
【００１９】
また、前記パーソナルコンピュータの統合制御部は、新規患者の登録、在来患者の検索、
および患者の削除を制御する患者管理部と、皮膚抵抗の測定をリモートで制御する皮膚抵
抗測定部、皮膚抵抗測定導子で検出されて転送されたデータを処理して分析する皮膚抵抗
分析部、および分析されて生成された信号または転送された信号をパーソナルコンピュー
タのモニターなどに出力したりプリントで印刷したりすることを制御する印刷および画面
出力部から構成された皮膚抵抗測定部と、呼吸および脈波の測定をリモートで制御する呼
吸脈波測定部、および分析されて生成された信号または転送された信号をパーソナルコン
ピュータのモニターなどに出力したりプリントで印刷したりすることを制御する印刷およ
び画面出力部から構成された呼吸脈波測定部と、人差し指脈波検出素子および手首脈波検
出センサーによって検出されて転送された信号を分析処理する脈波分析部、および分析さ
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れた信号をパーソナルコンピュータのモニターなどに出力したりプリントで印刷したりす
ることを制御する印刷および画面出力部から構成された脈波分析部とを含んでなることを
特徴とする。
【００２０】
また、前記制御部に電源を供給する電源部が備えられているが、前記電源部から供給され
た電源をＤＣ５Ｖに絶縁変換するＤＣ／ＤＣ１と、ＤＣ／ＤＣ１で変換されたＤＣ５Ｖを
ＤＣ３Ｖに絶縁変換して皮膚抵抗測定導子へ供給するＤＣ／ＤＣ２とがさらに備えられて
いることを特徴とする。
【００２１】
また、前記本体およびパーソナルコンピュータは、それぞれ通信部が備えられ、近距離通
信および移動通信モジュール方式の中から選択されたいずれかによって双方向通信ができ
るように構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
本発明によれば、脈波の測定および皮膚抵抗の測定に加えて、一つの本体を用いて人体の
呼吸を感知して測定することができる。
【００２３】
つまり、人差し指にＳｐｏ２　ＬＥＤ光電センサーを装着して脈波を測定し、手首の橈骨
動脈部位に装着される圧電センサーを用いて脈波を測定分析する脈波分析器、および人体
の手と足の特定部位の電流に比例した皮膚抵抗値を測定する皮膚抵抗測定器に加えて、腹
部に空気圧パッドを装着して呼吸過程を視覚化して測定する呼吸監視器が備えられ、基本
的な医療情報の取得が一つの装置を用いてより簡便に行われ得る。
【００２４】
より具体的には、本発明は、人差し指脈波センサーを人差し指に、呼吸パッドを腹部にそ
れぞれ装着し、末梢血管の脈波と呼吸を同時に測定して脈拍数、呼吸数を画面に表示しな
がら不整脈などを監視すること、また、患者に針を刺したときの波形と分析結果を連続的
に観測しながら唾液の効果を把握することに応用できるようにしようとするものである。
現在の漢方病医院ではこのような機能を有する装備がないので、本発明を適用することに
より、より効果的なモニタリングが行われ得る。
【００２５】
これに加えて、寸・関・尺の脈診（漢方医学における脈診方法の名称）で臓腑の虚と実を
見分けることが難しいので、経絡原穴の皮膚抵抗を測定する方法によって臓腑の機能亢進
・低下などに区分し、寸・関・尺の脈診に代わって漢方医学の診断に応用できる。
【００２６】
また、圧電素子センサーを橈骨動脈部位に、呼吸パッドを腹部にそれぞれ装着して同時に
観測する診断法によって、脈波分析の一次関数を漢方医学的に分析することができる。
【００２７】
つまり、前述したような３つの機能を組み合わせて、ＵＳＢケーブルによる有線通信或い
はブルートゥース（登録商標）（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））による無線通信でコ
ンピュータへ転送し、測定された人体情報を漢方医学的に分析して診断する漢方医学的組
み合わせ診断システムが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の脈波、皮膚抵抗および呼吸測定装置を示す分解斜視図である。
【図２】本発明の構成図である。
【図３】本発明の皮膚抵抗測定部を示す構成図である。
【図４】本発明の統合制御部の構成を示す構成図である。
【図５】本発明の統合制御部の制御によるモニター出力画面の例を示す図である。
【図６】本発明の統合制御部の制御によるモニター出力画面の例を示す図である。
【図７】本発明の統合制御部の制御によるモニター出力画面の例を示す図である。
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【図８】本発明の統合制御部の制御によるモニター出力画面の例を示す図である。
【図９】本発明の統合制御部の制御によるモニター出力画面の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
図１は本発明の脈波、皮膚抵抗および呼吸測定装置を示す分解斜視図であって、理解の便
宜のために縮尺が任意に調整されたものである。
【００３０】
本発明の脈波、皮膚抵抗および呼吸測定装置は、図示の如く、大きくグリップ－皮膚電流
測定導子８０、プローブ－皮膚電流測定導子９０、手首脈波検出センサー１００、人差し
指脈波検出センサー１１０、呼吸検出パッド１２０、本体１、およびパーソナルコンピュ
ータ１５０から構成される。
【００３１】
本発明の構成要素であるグリップ－皮膚電流測定導子８０は、図１に示すように、被測定
者が手で握る金属棒状をしており、外部電源の供給を受けて電流を流して被測定者の皮膚
抵抗を測定するように構成されている。
【００３２】
電源の供給方式は、図２に示すように、電源部１６０を介してＤＣ／ＤＣ変換１６４の後
に供給されるようにすることができる。
【００３３】
図２の皮膚抵抗測定導子８０、９０は、グリップ－皮膚電流測定導子８０とプローブ－皮
膚電流測定導子９０の両方ともを指し示した用語である。
【００３４】
プローブ－皮膚電流測定導子９０は、図１に示すように、被測定者の手と足に接触させる
棒状をしている。
【００３５】
グリップ－皮膚電流測定導子８０とプローブ－皮膚電流測定導子９０を用いた皮膚抵抗測
定原理は、グリップ－皮膚電流測定導子８０とプローブ－皮膚電流測定導子９０をそれぞ
れの患者の皮膚と接触させた状態で、両電極間の抵抗に比例したアナログ電流値を制御部
１３０に提供すると、制御部１３０では、この信号をデジタル信号に変換した後、ディス
プレイ部２０やパーソナルコンピュータ１５０の画面に表示する。
【００３６】
この際、パーソナルコンピュータ１５０では、独自のＣＰＵである統合制御部、およびこ
れに内蔵されたプログラムの制御により、平均電流値よりも電流が多い部位を演算してパ
ーソナルコンピュータ１５０の画面に表示し、或いは通常接続されるプリンタなどで出力
させる。
【００３７】
より具体的には、制御部１３０には図３の如く皮膚抵抗測定部１３１が備えられ、皮膚抵
抗測定部１３１は、グリップ－皮膚電流測定導子８０およびプローブ－皮膚電流測定導子
９０とそれぞれ接続され、グリップ－皮膚電流測定導子８０が陽極導子、プローブ－皮膚
電流測定導子９０は陰極導子となり、人体の皮膚抵抗電流値は入力回路の可変抵抗を介し
てアースに接続され、可変抵抗の両端に皮膚抵抗電流値による電圧降下が生じることにな
り、電圧降下した電圧は抵抗を介してコンデンサで充電されることにより、皮膚抵抗を測
定する。
【００３８】
このようなグリップ－皮膚電流測定導子８０とプローブ－皮膚電流測定導子９０は、図１
の図面符号５１、５２の接続端子を介して本体１に接続され、より具体的には本体１内の
制御部１３０に接続される。
【００３９】
手首脈波検出センサー１００は、図１に示すように、被測定者の手首の橈骨動脈部位に接
触する圧電素子センサーが内蔵され、動脈血管の容積変化による波動を検出するクリップ
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形態をしている。人差し指脈波検出センサー１１０は、発光素子と受光素子を含んでなり
、クリップ形態をして被測定者の手指を固定し、脈波を連続的に感知するように構成され
ている。
【００４０】
手首脈波検出センサー１００および人差し指脈波検出センサー１１０を用いた脈波分析で
は、このように二つのセンサーによって２つの方式で検出が行われる。
【００４１】
まず、人差し指の脈波検出は、赤色発光素子の光を透過し、反対側の受光素子で動脈血中
のヘモグロビン吸収量を電気信号に変換して増幅部とローパス回路を介して波形を微分し
て検出量を制御部１３０へ送る。
【００４２】
制御部１３０では、この信号をデジタル信号に変換し、ホトカプラ、ＵＳＢインターフェ
ース１４０およびＵＳＢケーブル７０などを介してパーソナルコンピュータ１５０へ提供
し、パーソナルコンピュータ１５０の統合制御部では、これをモニターに波形化して表示
する。
【００４３】
この際、画面は患者のモニタリングに利用できる。
【００４４】
一方、手首脈波検出センサー１００を用いた脈波検出は、内蔵された圧電素子を用いて心
臓の収縮に伴う血管内の血液容積変化の波動を血管の外部で圧電電気信号に変換して本体
１の増幅器１７０と低域フィルター回路を介して制御部１３０またはパーソナルコンピュ
ータ１５０の統合制御部でデジタル信号に変換し、これをモニターに波形化して表示する
。
【００４５】
この際、パーソナルコンピュータ１５０の統合制御部では、内蔵プログラムによって分間
脈拍数、分間呼吸数、脈波／呼吸比などを数値で分析してモニターに表示するようにする
ことができる。
【００４６】
呼吸検出パッド１２０は、図１に示されているような空気圧パッドを含んで構成される。
この空気圧パッドは被測定者の腹部に付着する。
【００４７】
また、被測定者の呼吸に伴う腹部の動きに応じて空気圧パッドの空気圧が変化を起こす。
【００４８】
この際、空気圧の変化を電気信号に変換し、或いは、電子式圧力計が取り付けられてその
信号を図１の増幅器と低域フィルター（図示せず）を介して出力端の増幅器で増幅する。
【００４９】
この信号をＡ／Ｄコンバータ（図示せず）でデジタル信号に変換してＵＳＢインターフェ
ース１４０およびＵＳＢケーブル７０を介してパーソナルコンピュータ１５０へ転送し、
パーソナルコンピュータ１５０の統合制御部でモニターに表示する。
【００５０】
この際、統合制御部に内蔵されたプログラムの制御によって分間呼吸数、呼吸変化状態を
表示することができる。
【００５１】
本体１は、図１および図２に示されているように、前記グリップ－皮膚電流測定導子８０
、プローブ－皮膚電流測定導子９０、手首脈波検出センサー１００、人差し指脈波検出セ
ンサー１１０および呼吸検出パッド１２０が電気的に接続され、外部電源の供給を受けて
前記グリップ－皮膚電流測定導子８０、プローブ－皮膚電流測定導子９０、手首脈波検出
センサー１００、人差し指脈波検出センサー１１０および呼吸検出パッド１２０の作動を
制御する制御部１３０と、ユーザーによる入力がなされ、制御部１３０と電気的に接続さ
れる静電容量タッチ入力部３０と、ユーザーの入力値が表示され、前記制御部１３０と電
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気的に接続されるディスプレイ部２０と、前記制御部１３０と電気的に接続されるＵＳＢ
インターフェース１４０とから構成されている。
【００５２】
グリップ－皮膚電流測定導子８０、プローブ－皮膚電流測定導子９０、手首脈波検出セン
サー１００、人差し指脈波検出センサー１１０および呼吸検出パッド１２０との電気的接
続のために、図１の接続端子５２乃至５６が備えられる。
【００５３】
この際、図記符号５１は、皮膚抵抗の測定の際に電流を調節することができるように構成
された電流調節器である。
【００５４】
ディスプレイ部２０は、図１における中央に位置した液晶画面の他にも、電源供給有無が
発光有無により表示される図面符号２１のＬＥＤ、および各装置の接続有無が点灯により
表示される図面符号２２の接続有無表示灯がさらに設置されている。
【００５５】
中央の液晶画面には、皮膚抵抗の測定電流値および脈波・呼吸のレベルが表示できる。
【００５６】
一方、図３の静電容量タッチ入力部３０は、皮膚抵抗・脈波・呼吸の同時測定に該当する
統合スタートボタン３１と、皮膚抵抗の測定に該当する皮膚抵抗スタートボタン３２と、
脈波・呼吸の同時測定に該当する脈波呼吸スタートボタン３３と、皮膚抵抗および脈波測
定時にディスプレイ部２０の画面出力に該当する出力表示ボタン３４と、皮膚抵抗測定時
に小児を選択する小児選択ボタン３５と、皮膚抵抗測定時に大人を選択する大人選択ボタ
ン３６と、人差し指の脈波の測定に該当する人差し指脈波選択ボタン３７と、手首の脈波
の測定に該当する手首脈波選択ボタン３８と、脈波測定時に波形を大きく形成するように
するパルスアップボタン３９と、脈波測定時に波形を小さく形成するようにするパルスダ
ウンボタン４０と、呼吸測定時に波形を大きく形成するようにするブレスアップボタン４
１と、呼吸測定時に波形を小さく形成するようにするブレスダウンボタン４２とから構成
されている。
【００５７】
静電容量タッチ入力部３０の前述した構成により統合スタートボタン３１が作動すると、
これに接続された制御部１３０は、人差し指脈波検出素子１１０、手首脈波検出センサー
１００、呼吸検出パッド１２０および皮膚抵抗測定導子８０、９０を全て作動させるよう
に制御する。
【００５８】
また、皮膚抵抗スタートボタン３２が作動する場合、これに接続された制御部１３０は皮
膚抵抗測定導子８０、９０の作動を制御する。
【００５９】
また、脈波呼吸スタートボタン３３が作動する場合、制御部１３０は、人差し指脈波検出
素子１１０、手首脈波検出センサー１００および呼吸検出パッド１２０の作動を制御する
。
【００６０】
その他に出力表示ボタン３４が作動する場合、制御部１３０はディスプレイ部２０に画面
を出力するが、この際、出力される画面には、基本的な検出信号値が出力されるようにす
ることもでき、パーソナルコンピュータ１５０で演算処理されたデータが出力されるよう
にすることもできる。
【００６１】
また、小児選択ボタン３５と成人選択ボタン３６が作動する場合、制御部１３０は、電流
調節器５１の手動調節が行われていない状態でも電流を増減させて調節する。
【００６２】
その他に人差し指脈波選択ボタン３７、手首脈波選択ボタン３８などが作動する場合、制
御部１３０は、それぞれに対応して人差し指脈波検出素子１１０、手首脈波検出センサー
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１００を単独で作動制御する。
【００６３】
また、パルスアップボタン３９、パルスダウンボタン４０、ブレスアップボタン４１、ブ
レスダウンボタン４２などが作動する場合、制御部１３０は、入力信号に応じて脈波測定
時に波形を大きく或いは小さく形成し、呼吸測定時に波形を大きく或いは小さく形成する
。
【００６４】
ＵＳＢインターフェース１４０は、制御部１３０で処理された測定データをＲＳ２３２Ｃ
－ＳＥＲＩＡＬなどに変換し、絶縁ホトカプラを介してパーソナルコンピュータ１５０へ
転送するようにする。
【００６５】
本体１の構成要素である図記符号６０は電源ボタンを示し、図記符号４３はブザー音スイ
ッチを示す。
【００６６】
その他に、本体１には、パーソナルコンピュータ１５０の電源と本体１の電源をＤＣ－Ｄ
Ｃ変換絶縁素子で絶縁させ、手首に装着される人差し指脈波検出素子を介して人体リーク
電流を遮断する。
【００６７】
また、本体１とパーソナルコンピュータ１５０との間に通信線路、絶縁ホトカプラを挿入
して接地を絶縁させることで、人体にリーク電流が流れることを遮断する。
【００６８】
図面符号１６１はパーソナルコンピュータ１５０のＵＳＢ電源ＤＣ５ＶをＤＣ５Ｖに絶縁
変換して各回路に供給するＤＣ／ＤＣ１を示し、図面符号１６２は増幅器の電源を示し、
図面記号１６３は絶縁されたＤＣ５Ｖをさらに３Ｖに変換して制御部１３０へ電源として
供給するＤＣ／ＤＣ２を示す。
【００６９】
一方、パーソナルコンピュータ１５０は、ＵＳＢインターフェース１４０を介して前記制
御部１３０と電気的に接続され、ユーザーの入力により前記グリップ－皮膚電流測定導子
８０、プローブ－皮膚電流測定導子９０、手首脈波検出センサー１００、人差し指脈波検
出センサー１１０および呼吸検出パッド１２０から検出された信号を分析処理する統合制
御部が備えられる。
【００７０】
統合制御部は、パーソナルコンピュータ１５０にＣＤなどの形態でインストールされたプ
ログラムによって作動するが、図４にはこのような統合制御部の構成例が示されている。
【００７１】
図面において、統合制御部２００は、大きく初期画面形成部２１０、患者管理部２２０、
皮膚抵抗測定部２３０、呼吸脈波測定部２４０、および脈波分析部２５０から構成される
。
【００７２】
より詳しくは、初期画面形成部２１０は、プログラムの実行の際に患者情報が表示される
ように制御する患者情報表示部２１１、および通信ポートの設定を制御する通信ポート設
定部２１２から構成される。
【００７３】
患者管理部２２０は、新規患者を登録処理するように制御する新規患者登録部２２１と、
在来患者の検索を制御する在来患者検索部２２２と、患者の削除処理を行う患者削除部２
２３とから構成される。
【００７４】
また、皮膚抵抗測定部２３０は、皮膚抵抗の測定をリモートで制御する皮膚抵抗測定部２
３１と、皮膚抵抗測定導子８０、９０で検出されて転送されたデータを処理して分析する
皮膚抵抗分析部２３２と、分析されて生成された信号または転送された信号をパーソナル
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コンピュータ１５０のモニターなどに出力したりプリントで印刷したりすることを制御す
る印刷および画面出力部２３３とから構成される。
【００７５】
呼吸脈波測定部２４０は、呼吸と脈波の測定をリモートで制御する呼吸脈波測定部２４１
と、分析されて生成された信号または転送された信号をパーソナルコンピュータ１５０の
モニターなどに出力したりプリントで印刷したりすることを制御する印刷および画面出力
部２４２とから構成される。
【００７６】
また、脈波分析部２５０は、人差し指脈波検出素子１１０および手首脈波検出センサー１
００によって検出されて転送された信号を分析処理する脈波分析部２５１と、分析された
信号をパーソナルコンピュータ１５０のモニターなどに出力したりプリントで印刷したり
することを制御する印刷および画面出力部２５２とから構成される。
【００７７】
次に、上述したような統合制御部２００の制御に基づくモニター画面の出力例を図５乃至
図９に基づいて説明する。
【００７８】
図５は、初期画面を示すもので、プログラムの情報および会社情報が表示され、顧客管理
ページへの切り替えが可能であり、通信ポート設定画面が表示される。
【００７９】
図６は、患者管理画面を示すもので、患者情報を登録および修正することができるように
なっており、個別患者を選択するようにすることができる。
【００８０】
図７は、皮膚抵抗測定時の画面を示すもので、皮膚抵抗をリモートで測定するためのボタ
ンが画面に表示され、皮膚抵抗測定値をグラフに変換して平均値電流よりも高いか低い部
位が表示され、パーソナルコンピュータ１５０に保存できるように案内ウィンドウが表示
される。
【００８１】
図８は、脈波測定時の画面を示すもので、呼吸と脈波を同時に測定するように画面上に表
示され、１分間の呼吸数、脈拍数が３０秒ごとに画面の右側に数字で表示される。
【００８２】
この画面は患者の生体情報を監視するモニタリング時にのみ活性化される。
【００８３】
図９は、脈波解析時の画面を示すもので、脈波の数値がグラフとして活性化されて表示さ
れる。
【００８４】
その他に示されてはいないが、プリントタイプの設定ウィンドウ、皮膚抵抗測定グラフの
印刷ウィンドウ、並びに脈波および呼吸測定画面の印刷ウィンドウが活性化される。
【００８５】
これに加えて、パーソナルコンピュータ１５０の統合制御部と本体１の制御部１３０は、
通信部（図示せず）を介して双方向通信を可能にすることにより、本体１の制御部１３０
の操作によりパーソナルコンピュータ１５０にデータを転送して制御するようにし、或い
はパーソナルコンピュータ１５０の統合制御部で本体１の制御部１３０を制御するように
することにより、ユーザーの利便性を高めるように構成できる。
【００８６】
このような通信部は、近距離通信方式であるブルートゥース（登録商標）（Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標））送受信モジュール、或いはインターネット環境を利用した無線通信
モジュールで構成される。
【００８７】
ブルートゥース（登録商標）方式の場合は、ＵＳＢインターフェース１４０の出力端にＵ
ＳＢ通信出力と無線送信のためのブルートゥース（登録商標）回路が図２の如く付加され
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、ＵＳＢ出力とブルートゥース（登録商標）（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））送信が
同時に実行されるようにすることができる。
【符号の説明】
【００８８】
１　　本体
２０　　ディスプレイ部
３０　　静電容量タッチ入力部
３１　　統合スタートボタン
３２　　皮膚抵抗スタートボタン
３３　　脈波呼吸スタートボタン
３４　　出力表示ボタン
３５　　小児選択ボタン
３６　　大人選択ボタン
３７　　人差し指脈波選択ボタン
３８　　手首脈波選択ボタン
３９　　パルスアップボタン
４０　　パルスダウンボタン
４１　　ブレスアップボタン
４２　　ブレスダウンボタン
８０　　グリップ－皮膚電流測定導子
９０　　プローブ－皮膚電流測定導子
１００　　手首脈波検出センサー
１１０　　人差し指脈波検出センサー
１２０　　呼吸検出パッド
１３０　　制御部
１４０　　ＵＳＢインターフェース
１５０　　パーソナルコンピュータ
１５１　　ブルートゥース（登録商標）
２００　　統合制御部
２１０　　初期画面形成部
２１１　　患者情報表示部
２１２　　通信ポート設定部
２２０　　患者管理部
２２１　　新規患者登録部
２２２　　在来患者検索部
２２３　　患者削除部
２３０　　皮膚抵抗測定部
２３１　　皮膚抵抗測定部
２３２　　皮膚抵抗分析部
２３３　　印刷および画面出力部
２４０　　呼吸脈波測定部
２４１　　呼吸脈波測定部
２４２　　印刷および画面出力部
２５０　　脈波分析部
２５１　　脈波分析部
２５２　　印刷および画面出力部
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摘要(译)

问题得到解决：提供脉搏波，皮肤电阻和呼吸测量装置。 的脉波，皮肤
电阻和呼吸测量装置，把持被测定者把持用的手 - 皮肤电流测量
Shirubeko 80，探针被带入与所述受试者的手和脚接触 - 护肤安培
Shirubeko 90当腕脉波检测传感器100，其中该压电元件传感器内置，食
指脉波检测传感器包括一个光发射元件和光接收元件主体1包括服务器
110，附着于待测人体腹部的呼吸检测垫120，控制单元，电容式触摸输
入单元，显示单元20，USB接口，以及USB接口把持皮肤电流测量指南
电连接到控制部分，个人计算机150具有集成控制单元，用于分析和处理
从儿童，探针皮肤电流测量导体，腕部脉搏波检测传感器，食指脉搏波
检测传感器和呼吸检测垫检测到的信号。这一点。
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